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広報かるまいお知らせ版

今回の「お知らせ版」は 2 枚です。
平成２７年１月２８日発行

第２３９号の１ ―１―

その１

申告用のバスを運行します

○山内地区　⇔　晴山出張所
２月１６日（月）９：００～

【 行 き 】　　　　　　　　  　　【 帰 り 】

停　留　所

(町民バス停)
発着時刻

停　留　所

(町民バス停)
発着時刻

狄 塚　発 8：30 晴 山 出 張 所　発 11：20

駒 板 8：32 貝 喰 11：27

新 井 田 8：34 大 久 保 11：29

上 新 井 田 8：36 谷 地 渡 11：31

和 当 地 8：38 旧山内小学校 11：33

平 口 8：40 平 口 11：35

旧山内小学校 8：42 和 当 地 11：37

谷 地 渡 8：44 上 新 井 田 11：39

大 久 保 8：46 新 井 田 11：41

貝 喰 8：48 駒 板 11：43

晴 山 出 張 所　着 8：55 狄 塚　着 11：45

○小玉川地区　⇔　小軽米出張所
２月２０日（金）９：００～

【 行 き 】　　　　　　　　    　【 帰 り 】

停　留　所

(大野軽米線バス停)
発着時刻

停　留　所

(大野軽米線バス停)
発着時刻

旧小玉川小中学校　発 8：30 小軽米出張所　発 11：20

小 玉 川 口 8：35 八 木 沢 口 11：25

大 平 8：40 井 戸 渕 11：30

井 戸 渕 8：45 大 平 11：35

八 木 沢 口 8：50 小 玉 川 口 11：40

小軽米出張所　着 8：55 旧小玉川小中学校　着 11：45

○米田地区　⇔　町農村環境改善センター
３月６日（金）９：００～

【 行 き 】　　　　　　　　　　  【 帰 り 】

停　留　所

(コミュニティバス停)
発着時刻

停　留　所

(コミュニティバス停)
発着時刻

民 田 山　発 8：30 軽 米 町 役 場　発 11：20

中 村 8：32 蜂 ヶ 塚 11：34

薊 内 8：34 大 久 保 口 11：36

旧米田小学校前 8：36 米 田 11：38

牛 ケ 沢 8：38 横 羽 11：40

横 羽 8：40 牛 ケ 沢 11：42

米 田 8：42 旧米田小学校前 11：44

大 久 保 口 8：44 薊 内 11：46

蜂 ヶ 塚 8：46 中 村 11：48

軽 米 町 役 場　着 9：00 民 田 山　着 11：50

○笹渡地区　⇔　町農村環境改善センター
２月２３日（月）９：３０～

【 行 き 】　　　　 　 　　　　　【 帰 り 】

停　留　所

(コミュニティバス停)
発着時刻

停　留　所

(コミュニティバス停)
発着時刻

笹 渡　発 8：55 軽 米 町 役 場　発 11：20

旧笹渡小中学校前 8：57 細 谷 地 11：38

笹渡農構センター前 8：59 高 柳 11：40

大 道 口 9：01 猫 屋 敷 11：42

猫 屋 敷 9：03 大 道 口 11：44

高 柳 9：05 笹渡農構センター前 11：46

細 谷 地 9：07 旧笹渡小中学校前 11：48

軽 米 町 役 場　着 9：25 笹 渡　着 11：50

　「広報かるまい」平成２７年１月号でお知らせいたしましたが、２月１２日（木）から３月１６日（月）ま

での日程で申告相談を行います。下記のとおり申告用のバスが運行いたしますのでどうぞご利用ください。

○円子地区　⇔　町農村環境改善センター
３月９日（月）９：００～

【 行 き 】　　　　　　　  　  　【 帰 り 】

停　留　所

（県北バス停）
発着時刻

停　留　所

（県北バス停）
発着時刻

生活改善センター　発 8：15 軽 米 町 役 場　発 11：20

鹿 倉 口 8：17 板 橋 11：33

野 中 8：19 旧円子小学校 11：43

宮 沢 入 口 8：24 蛇 口 11：45

大 沢 公 園 前 8：29 大 沢 11：47

日 向 8：31 日 向 11：49

大 沢 8：33 大 沢 公 園 前 11：51

蛇 口 8：35 宮 沢 入 口 11：56

旧円子小学校 8：37 野 中 12：01

板 橋 8：47 鹿 倉 口 12：03

軽 米 町 役 場　着 9：00 生活改善センター　着 12：05

※お知らせ
　　平成２７年１月１日現在、軽米町に住所がある方で

　次の①～③に該当する方は、申告する必要がありませ

　んのでご確認ください！！

　①　所得税の確定申告をされた方

　②　給与所得のみで年末調整が済んでおり、勤務先か

　　ら町に「給与支払報告書」が提出されている方

　③　公的年金等の所得のみで、控除がない方

※バスは町民バス（チューリップバス）を使用する予定

　ですが、急きょ使用できない場合は代わりのバスにな

　りますのでご注意ください。

【問い合わせ先】税務会計課・課税グループ
　（☎４６－４７３７）



広報かるまいお知らせ版 表面もご覧ください―2―第２３９号の１

平成２７年１月２８日発行

　平成２６年分の所得税・贈与税の申告と納税の期限は３

月１６日（月）です。

　なお、個人事業者の消費税及び地方消費税の期限は３月

３１日（火）です。

　確定申告書は、自宅から国税庁ホームページの「確定申

告書等作成コーナー」で作成することができます。また、

ｅ－Ｔａｘを利用してインターネットで提出（送信）する

こともできます。

平成２６年分確定申告のご案内

【問い合わせ先】

　●国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）

　●二戸税務署（☎２３－２７０１）

※所得税申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」

　欄の記載漏れがないようご注意ください。

　詳しくは、お問い合わせ先へご確認ください。

－ だれでも参加できる市民セミナー開催のお知らせ －

この町で、安心して、ずぅっと暮らしたい
【日　時】２月２７日（金）１３：３０～１６：３０

【場　所】二戸市民文化会館中ホール

【参加費】無料

【内　容】

　①講演「私らしさを支える市民後見活動」

　　講師：司法書士法人わかば法律事務所

　　　　　　　司法書士・行政書士　久保 隆明 氏

　②報告「二戸地域成年後見人養成講座の取り組み」

　　報告者：NPO法人カシオペア権利擁護支援センター

　③演劇で知る成年後見制度

　　「ドラえもんとのび太のしあわせ探し」

　　　　　　　　　　　　　劇団：友蔵と仲間たち

※当日は、軽米町役場よりバスを運行いたします。バスの

　利用を希望される方は、２月１６日（月）までにお申込

　みください。なお、バスの申込は先着順で定員になり次

　第締め切りますので、ご了承ください。

行　　　き 帰　　　り

１２：４０　軽米町役場前発

１２：５０　晴高どんどん市場

１２：５５　ミルみるハウス

１３：２０　二戸市民文化会館着

１６：４０　二戸市民文化会館発

１７：０５　ミルみるハウス

１７：１０　晴高どんどん市場

１７：２０　軽米町役場前着

＜バス運行予定＞

要介護認定を受けている方の

確定申告における障害者控除について
　障害者手帳等を所持していない方でも、介護保険の要介

護認定を受けていると、身体障害者に準ずる者として障害

者控除の対象となる場合があります。

　詳しくは、健康福祉課までお問い合わせください。

～医療費控除について～

　介護保険サービスの自己負担分も医療費控除の対象にな

る場合があります。領収書に記載されている、医療費控除

対象額をご確認ください。

【問い合わせ・申し込み先】健康福祉課

　（健康ふれあいセンター内 ☎４６－４１１１）

毎年、水質検査を実施しています
　この検査は、快適で安全な環境の保全のために行うものです。

　平成２６年度の結果は次のとおりです。

場　　　所 種　　　類 結　　　果

岳の湧口の湧水 飲料水試験検査
水質基準（水道法
による）に適合し
ていました。

旧長倉最終

処分場の放流水
生活環境水質検査

水質汚濁防止法に
よる排出基準値以
下でした。

円子地区の

ゴルフ場付近の

排出水

生活環境水質検査
水質汚濁防止法に
よる排出基準値以
下でした。

農薬残留水質検査
環境省が示す指針
値以下でした。

※いずれの検査も項目ごとに基準値を下回っていますが、

　今後も定期的に検査を実施し、環境保全に努めます。詳

　しくは役場町民生活課までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活グループ（☎４６―４７３４）

ごみの出し方について
　ごみは、ルールを守って出すようにお願いします。

生ごみの出し方、処理の方法

①コンポストなどで堆肥化する。

②畑や山林に埋めて堆肥化する。（カラスなどに後で掘り

　起こされないよう、ある程度深く埋めてください）

③よく水を切って透明又は半透明な袋に入れて、分別して

　「生ごみ」として出す。（３月まで生ごみ分別収集実証試

　験を行っていますので、ご協力をお願いします）

などの方法で処理しましょう。

◎生ごみを分別して出す場合は異物を入れないようお願い

　します。

プラスチック類、ビニール類、貝がら、スイカや

オレンジの皮など

　町で分別収集した生ごみは長倉地区の鶏糞発酵処理施設

で約１ヶ月かけて肥料となり、農家に販売されますので、

みなさんのご協力をお願いします。

生ごみの中に入れてはいけないもの

最終処分場住民勉強会のご案内
　軽米町早渡地区内に株式会社アルバ環境開発によって計

画が進められている管理型最終処分場の勉強会を昨年に引

き続き行います。

　同社は、平成２５年１２月に不調とされた岩手県との事

前協議を再度進めるべく、平成２６年１２月２２日に、県

に事前協議資料を提出しました。

　今回は、昨年１２月２０日～２１日に実施した千葉県海

上町（現旭市）での「エコテック産廃最終処分場事件」の

現地視察の報告と株式会社アルバ環境開発が提出した事前

協議資料の内容について勉強をします。

■日時：２月２日（月） １８：００～２０：００

■会場：農村環境改善センター　１階大会議室

■対象：町内外にお住まいの方で早渡地区の最終処分場計

　　　　画に関心をもたれている方
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その２

今回の「お知らせ版」は 2 枚です。
平成２７年１月２８日発行

第２３９号の２

平成２７年産 から経営所得安定対策等直接支払交付金の対象者要件が変わります

　「畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）」及び「米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）」の交付対象者は、

２７年産から認定農業者、集落営農、認定新規就農者に限られます。いずれも面積規模要件はありません。担い手の方が幅広

く参加できるようになります。

　まだ認定農業者などの担い手となっていない方は、２７年

産の加入申請期限（２７年６月末）までに認定農業者や認定

新規就農者となっていただくか、集落営農を組織して参加し

ていただくことが必要です。お早めに準備をお願いします！

【問い合わせ先】

　●東北農政局盛岡地域センター（☎０１９－６２４－１１２９）フリーダイヤル（☎０１２０－３８－３７８６）

　●役場産業振興課・農林振興グループ（☎４６－４７４０）

《認定農業者》

　　自らの農業の５年後の目標やその達成に向けた取組等

　を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市町村の

　認定を受けることが必要です。

《認定新規就農者》

　　経営を開始してから５年後の目標やその達成に向けた

　取組等を内容とする「青年等就農計画」を作成し、市町

　村の認定を受けることが必要です。

《集落営農》

　　組織の規約の作成と対象作物の共同販売経理の実施が

　要件です。

○ そばのゲタ対策に加入予定の方へ

　平成２６年産から、麦や大豆と同様に農産物検査を受けた

そばのみが交付の対象となっています。２７年産からは、検

査規格の見直しを行った上で、規格外品は交付対象外となり

ます。

○ ゲタ・ナラシ対策に加入予定の方へ

町の公用車を売却します
　町で所有している公用車１台を、条件付一般競争入札で売

却します。詳しくは、役場総務課・企画グループまでご連絡

ください。

<仕　様>
　○車 両：三菱ローザ（２９人乗り）１台

　○年 式：平成７年式

　○車 検：平成２７年３月末

　○走行距離：３２３，２５７km（H２７.１.１３現在）

【問い合わせ・申し込み先】

　●総務課・企画グループ（☎４６－２１１１）

　●町ホームページ

　　「各課からのおしらせ→総務課」に掲載しております。

<入　札>
　○日時・会場：２月２４日（火）役場３階会議室

<申込み方法など>
　　入札に参加するには、車両確認と入札申し込みが必要で

　す。仕様の提示、用紙の交付並びに提出先は、役場総務課

　となります。

　○売払車両の仕様及び契約条項を示す日時

　　２月２日（月）から２月１３日（金）まで

　　※土日祝祭日を除く９：００から１７：００まで

　○申込用紙の交付期間

　　２月２日（月）から２月１３日（金）まで

　　※土日祝祭日を除く９：００から１７：００まで

　　※役場ホームページからも様式は取得できます。

　○書類の提出期限

　　２月１７日（火）１７：００必着

　　※総務課へ持参もしくは配達記録郵便で郵送して下さい。

　○入札物品（車両）の公開

　（１）期間　２月２日（月）から２月１３日（金）まで

　　※土日祝祭日を除く１０：００から１５：００まで

　（２）場所　軽米町役場　車庫

　　※見学希望の方は、総務課へお電話で事前確認をお願いい

　　　たします。

　○最低売却価格

　　３００，０００円（税抜き）

　　※なお、契約金額は、落札額に消費税（８％）を加算した

　　　金額となります。

２月のテーマ図書展 「鬼」
期間：２月１日（日）～２８日（土）

　２月３日の節分にちなみ、鬼をテーマにして本を展示・

貸出します。古くから病気や災害など目に見えない恐ろ

しいことは鬼の仕業とされ、昔話にもたくさん登場します

ね。怖い鬼からかわいらしい鬼まで、いろいろな鬼がいる

もので…。この機会に図書館へどうぞ！！

【問い合わせ先】町立図書館（☎４６－４３３３）



広報かるまいお知らせ版 表面もご覧ください

平成２７年１月２８日発行

第２３９号の２ ―4―

- くらし安全安心だより -

除雪サービスの契約は慎重に！
　雪の多い地域で、雪かきや雪下ろしなどの除雪作業に関

するトラブルの相談が寄せられています。

　他にも雪解けの時期になってから、除雪作業の際に屋根

を破損したと思われることが分かったが、補償に応じても

らえなかったなどの相談もあります。

　契約する時は、お願いしたい作業の内容や破損があった

場合の補償などについてよく確認しましょう。

２月は

「相続登記はお済みですか月間」です！
　岩手県司法書士会では、相続登記手続きの促進を主な目

的として、次のとおり無料相談を行います。

【問い合わせ先】岩手県司法書士会

　（☎０１９－６２２－３３７２）

◆特設相談　日時　２月６日・１３日・２０日・２７日（金）

　　　　　　　　　１０：００～１２：００

　　　　　　場所　岩手県司法書士会館

◆常設相談　日時　２月中（土日祝日を除きます）

　　　　　　場所　県内の各司法書士事務所

◆電話相談　日時　２月中（土日祝日を除きます）

　　　　　　　　　１０：００～１３：００

　　　　　　　　　（☎０１２０－８２３－８１５）

●日時　２月８日（日）

　　　　《開場》８：３０　

　　　　《開演》９：３０

●会場　農村環境改善センター１階

●運営協力金５００円をお願いしております。

第１３回 生涯学習フェスティバル
のお知らせ!!

開催日時・会場等

出　演

　太鼓、舞よう、合唱、演劇、よさこいソーランなど、園

児からベテランまで、日頃の練習の成果を披露します。今

回は軽米高等学校音楽部のみなさんも出演します。

出　展（予定）

　書道、ガラス彫絵、アメリカンフラワー、写真。

　前日と当日のボランティアにご協力いただける方は、下

記までご連絡ください。

ボランティア募集

【問い合わせ・申し込み先】

　住民の手による生涯学習フェスティバル

　実行委員会事務局　（教育委員会内）

　（☎４６－４７４４）　ＦＡＸ：４６－３０５０

　皆様のご来場をお待ちしております。

（こころの健康づくり編）

　　はつらつ教室について

月　　日 時　　間 内　　容 会　　場

２月１０日(火) １０：００

～１１：３０
体とこころの
　リフレッシュ
～楽しく体を
　　動かそう～
ＮＰＯスポーツ
　ウェルネス
　　　　指導員

晴山公民館
(晴山出張所)３月１０日(火)

２月１０日(火) １３：３０

～１５：００

軽米中央
公 民 館３月１０日(火)

２月２４日(火) １０：００

～１１：３０

米田農業構造
改善センター３月１７日(火)

　いつまでも健康で元気に過ごすことができるよう今年度

も「はつらつ教室」を開催しています。閉じこもりがちな

この時期に楽しく体を動かしませんか？

※申し込みは不要です。運動できるような服装でご参加く

　ださい。

＜持ち物＞

　飲み物（水やお茶）、上履き、セラバンド（もっている方）

「夜の健康教室」にご参加ください！
今回のテーマは、

 「腎臓の病気を知っていますか」

病気のこと、食事のとり方をわかりやすくお話しします。

日 時：２月１７日（火）

　　　◆１８：００～１８：２０　食事バランス弁当の試食会

　　　◆１８：２０～２０：００　講話

場 所：軽米町健康ふれあいセンター（軽米病院となり）

参加費：無料

講 師：軽米病院　院長　横島 孝雄 氏

　　　　　　　　　主任管理栄養士　佐々木 葉子 氏

＊２月１０日（火）までにお申し込みください。

【問い合わせ・申し込み先】健康福祉課

　（健康ふれあいセンター内 ☎４６－４１１１）

軽米幼稚園 体験入園のお知らせ
　軽米幼稚園では未就園児を対象に、体験入園を行います。

　事前の申し込み、参加費用は必要ありませんので、親子

でお気軽にご来園ください。

【問い合わせ先】軽米幼稚園（☎４６－２２２９）

【日 時】２月１３日（金）、２４日（火）

　　　　　９：３０～１１：００

【対 象】現在保育園や幼稚園に入っていない幼児と保護者

　　　　　※幼児だけの体験入園はできません、保護者同

　　　　　　伴でお願いします。

【持ち物】保護者、お子さんの内履

【お願い】体調不良時（発熱、下痢、嘔吐等）は、次回の

　　　　　体験入園日にお越しください。

 

 

登記相談が予約制になります
　盛岡地方法務局及び県内各支局・出張所では、２月２日

（月）から、登記相談を予約制により行うこととしました

ので、お知らせします。

【問い合わせ先】盛岡地方法務局

　二戸支局（☎２５－４８１１）

【問い合わせ先】相談時間　平日９：００～１６：００

　二戸消費生活センター（☎２３－５８００）


